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第９１回通常組合会は、去る７月２６日�に札幌グランドホテルにお
いて開催された。今回の議案は、理事会専決事項の承認、平成１５年
度第１次補正予算、平成１４年度決算の認定及び剰余金処分案の決定
であり、これらは原案どおり承認された。
以下、通常組合会の概要についてお知らせする。
なお、平成１５年度第１次補正予算、平成１４年度決算書、事業報告

書の詳細については本誌９月１日：第１０２０号附録で公示（道医国保
公示第２９４号）しているのでご参照いただきたい。

―７月２６日�に第９１回通常組合会開催―

平成１４年度決算を承認

組合会は午後３時３０分、堀江洋三組合会議長が
議長席に着き、「議員定数６４名中、現在は５１名の出
席があり、出席者は過半数に達しているので組合
会は成立する。」と宣し、組合会が開会された。
（最終出席者数 組合会議員５５名、外に代理出席
１名）
最初に、飯塚弘志理事長から次のような挨拶が

述べられた。
飯塚弘志理事長挨拶（概要）

『本日は、全道各地から先生方には週末何かと
お忙しい中をご出席いただきまして、誠にありが
とうございます。また、平素より組合会議員とし
て組合の運営に格別のご支援、ご尽力を賜ってい
ますことに厚くお礼申し上げます。お陰様で平成
１４年度の組合事業も順調に終えることができまし
た。改めて感謝申し上げます。
本日の組合会におきましては、すでにご案内の

とおり、平成１４年度の収支決算の承認と、剰余金
処分案の決定をいただくこと、そして、１５年度の
事業方針に沿って、理事会で専決改正いたしまし
た健康診査実施規程及び１０月の被保険証のカード
化に向けての諸規程の一部改正について承認いた
だくこと、更には本年度、新たに国の補助事業と
して発足いたしました高額医療費共同事業につい
て、国の定めた補正予算科目の新設提案を主なる
議題としております。
平成１４年度の決算につきましては、議案のとこ

ろで詳細にご説明申し上げますので、ここでは簡
単にふれさせていただきますが、今回、平成１４年

度決算を見ますと、歳入の保険料は、１３年度同様
若干の増収となっております。
また、歳出の保険給付費については、予想を大

きく下回り、従って、当初予算計上しておりまし
た別途積立金からの繰り入れ行うこと無く、黒字
の決算ということであります。
剰余金は１億８千万円、単年度収支でも１億３

千万円の黒字であります。
しかし、今後の厳しい医業経営等による保険料

収入の落ち込み、更には５年後に予定されている
新高齢者医療制度の問題を考えますと、７５歳以上
の被保険者を別保険とする、そうした場合におい
ての新たな拠出金の創設、或いは又６５歳以上７５歳
未満を前期高齢者として保険者間における保険料
負担の公平化を図るという、所謂財政調整問題も
出てきております。
更には、閣議決定された医療制度改革の基本方

針の中で、国保組合に対する国庫助成の在り方に

飯塚弘志理事長挨拶
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ついて、市町村とのバランスを考えて見直しを行
う、ということが明記されておりまして、今後の
制度改正に対応できる財政基盤の確保に、より一
層の努力が必要と思われます。
今後共、医師国保組合が健全な保険者として存

続できますよう、組合員各位のご理解ご協力をお
願いする次第であります。
本日お諮りする各議案につきましては、慎重審

議の上ご承認を賜りますよう宜しくお願い申し上
げます。』

◆
次いで、堀江議長から議事録署名議員として、

次のとおり指名した。
上川郡中央：椎名弘忠議員、北見：山本栄司議員
この後、平成１４年６月から平成１５年５月までの

１年間にご逝去された５５名の組合員の方々のご冥
福を祈り黙祷が捧げられた。
議長より、平成１５年２月の組合会以降本日ま

で、新たに組合会議員になられた６名の方の紹介
があり議事に入った。
報告事項に入り、本年４月から６月までの業務

報告が赤倉昌巳常務理事からなされ、報告どおり
承認された。
ここで議長は堀江議長から児島宏典副議長に交

代した。
議案第１号 理事会専決事項につき承認を求め

ることについて

赤倉昌巳常務理事から次の５項目について提案
理由の説明が行われ、理事会専決どおり承認可

決された。
�「保険料返還に係わる予備費の充当につい
て」

�「役員等退職給与金の支給に係わる平成１４年
度予算の補正について」

�「規約取扱規則及び諸規程の一部改正につい
て」

�「平成１５年度自家診療特認地区の指定につい
て」

�「保険料の免除について」
議案第２号 平成１５年度歳入・歳出予算の補正

について

赤倉常務理事が提案理由を説明し、審議の結

果、理事者提案どおり承認可決された。
※補正予算は、国保組合に対する国の補助事業と
して高額医療費共同事業が全国国民健康保険組
合協会の運営により平成１５年度から実施される
ことになった。このため、国の実施要綱に基づ
き歳入では第３款「国庫支出金」に第２項第２
目第２節として「高額医療費共同事業補助金」
１千円を追加新設し、第６款として「共同事業
交付金」１千円を新設、歳出では第６款として
「共同事業拠出金」第１目「高額医療費拠出
金」、第２目「高額医療費共同事業事務費拠出
金」各１千円を新設する増額補正である。
また、拠出金の支出額及び交付金等の受入額

が決定した場合は、理事会において必要額を補
正すること、及び第１回の拠出金に不足が生じ
た場合は、この不足額を予備費から充当するこ
とが議決された。
この歳入歳出科目の新設により第６款以下の

歳入歳出各科目の款番号を次のとおり順次繰り
下げ変更した。

＜歳入科目）
第７款 財産収入（第６款）、第８款 繰入金
（第７款）、第９款 繰越金（第８款）、第１０款
諸収入（第９款）。

＜歳出科目＞
第７款 保健事業費（第６款）、第８款 積立金
（第７款）、第９款 諸支出金（第８款）、第１０
款 予備費（第９款）……括弧内は補正前の款
番号を示す。

◎平成１５年度当初予算総額 ２，００５，９７９千円

◎ 〃 〃 補正額（増額） ２千円

赤倉昌巳常務理事提案説明
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お知らせ

◎平成１５年度第１次補正後予算総額

２，００５，９８１千円

議案第３号 平成１４年度歳入・歳出決算につい

て

千秋亨常務理事が詳細な説明をし、その後、井
上勇監事から内部監査報告、岩本英男監事から公
認会計士により実施された外部監査の監査報告が
行われた。
審議の結果、理事者提案どおり承認可決され

た。
歳入総額 ２，１４１，５８２，８１８円

歳出総額 １，９６０，２１８，９９９円

歳入・歳出差引残額 １８１，３６３，８１９円

議案第４号 平成１４年度歳計剰余金の処分につ

いて

千秋常務理事が提案理由を説明し、次の剰余金
処分案が理事者提案どおり承認可決された。
歳入歳出差引剰余金 １８１，３６３，８１９円

準備積立金 ０円

特別積立金 ０円

別途積立金 １３１，３６３，８１９円

翌年度会計繰越金 ５０，０００，０００円

以上で予定された議案がすべて議了し、飯塚理
事長から閉会の挨拶があり、第９１回通常組合会は
午後４時４０分閉会となった。

被保険者の異動は必ず１４日以内に届け出を

次のような異動のときは事実のあった日から１４日以内に届け出ることが定められております。
なお、新規加入または一部加入されるときは『住民票』（写しも可）の添付が必要です。

◎一部加入＝出生、転入、社会保険離脱、従業員雇用等
◎一部喪失＝死亡、転出、社会保険加入、従業員退職等
◎届け出用紙の備付及び届け出先……各支部（所属の郡市医師会及び札幌医科大学医師会事務局）
◎持参するもの……被保険者証（本証）：組合員の印鑑。（従業員が脱退するときは�従被保険者証

の返還が必要です。）
※平成１５年１０月１日からは、被保険者の方が北海道医師国保組合を脱退（資格喪失）するとき

は、脱退する方の個人別「被保険者証カード」の返還が必要です。

〒０６０―００４２

札幌市中央区大通西６丁目 北海道医師会館 ６階

北海道医師国民健康保険組合
TEL（０１１）２７１―７４７１ FAX（０１１）２４１―６４１４

組合会の議場 千秋亨常務理事決算提案説明
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平成１５年１０月１日から被保険者証が新しくなり

道医師国保組合
お 知 ら せ

医療費の一部負担金の割合も変わります

北海道医師国民健康保険組合

被保険者種別 入院・入院外
一部負担金の割合

現 行
（平成１５年９月３０日まで）

変更後
（平成１５年１０月１日から）

組 合 員
入 院 １割 ２割

入 院 外 １割 ２割

家族・従業員
入 院 １割 ２割

入 院 外 ３割 ３割（据置き）

被保険者証を１人１枚のカード様式に改正
本年１０月１日から療養の給付割合を改定

現在、皆様が使用されている被保険者証は、有効期限が平成１５年９月３０日となっておりますので、１０
月１日付けで更新を行います。
新しい被保険者証は、９月中にお手元に届くようお送りいたしますが、国の定めた個別カード様式に

なり、組合員・家族・従業員の被保険者全ての方に１枚づつ交付することになります。ご確認の上、お
受け取りください。（現在の遠隔地�遠・学生�学・従業員�従のカード証への表示は、無くなります。）
ただし、世帯員の異動があった場合は、従来どおり「資格取得・喪失届」の手続きをお願い致しま

す。（旧証は、１０月末日までに必ず所属郡市医師会及び札幌医科大学医師会事務局又は組合へ返還してく
ださい。）
また、本年２月の通常組合会で規約が改正され、本年１０月１日から医療費の一部負担金の割合を下記

のとおり変更することと決定しておりますのでお知らせいたします。
なお、各医療機関におかれましては窓口での一部負担金の徴収について、特段のご配慮を賜りますよ

うお願い申し上げます。

【組合員へのお願い】
１０月の被保険者証の更新（個人別カード化）実施及び医療費の一部負担金割合の変更につきまして

は、家族・従業員の被保険者の方々にも、ご周知していただくことをお願い申し上げます。

記

ただし、下記に該当する場合は記載の法定負担割合となります。
３歳に達する日の属する月以前 入院・入院外 ２割

７０歳に達する日の属する月の翌月以後（一般所得該当者） １割

７０歳に達する日の属する月の翌月以後（一定以上所得該当者） ２割

道・市町村が実施している他法優先の場合（重度障害・母子等） ３割
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